
情報通信審議会 情報通信政策部会（第３８回）議事概要 

 

１ 日 時 

  平成２３年７月２１日(木)１５時３０分～１７時４５分 

 

２ 場 所 

  第一特別会議室（総務省８階） 

 

３ 出席者 

（１） 委員 

須藤 修（部会長）、浅沼 弘一、荒川 薫、井野 勢津子、清田 瞭、 

清原 慶子、近藤 則子、嶌 信彦、鈴木 陽一、高橋 伸子、 

野間 省伸、三尾 美枝子 

（以上１２名） 

（２） 臨時委員（敬称略） 

村井 純、安田 浩 

（以上２名） 

 

（３） 事務局 

   白川 政憲（情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長） 

 

（４）総務省 

小笠原 倫明（総務審議官） 

山川 鉄郎（総務審議官） 

 

（情報通信国際戦略局） 

利根川 一（情報通信国際戦略局長）、久保田 誠之（官房総括審議官）、 

横田 俊之（情報通信国際戦略局次長）、 

岡崎 俊一（情報通信政策総合研究官）、 

山田 真貴子（情報通信国際戦略局参事官）、 

渡辺 克也（情報通信政策課長）、岡野 直樹（技術政策課長）、 

布施田 英生（通信規格課長） 

（情報流通行政局） 

田中 栄一（情報流通行政局長）、佐藤 文俊（政策統括官）、 

稲田 修一（官房審議官）、阪本 泰男（官房審議官）、 

黒瀬 泰平（情報流通振興課長）、吉田 博史（地上放送課長）、 

竹村 晃一（情報通信作品振興課長） 

 

 



４ 議 題 

報告事項 

（１）「通信・放送の融合・連携環境における標準化政策の在り方(H21.8.26 諮

問第 16 号)」答申(案)について 

審議の結果、当部会における答申（案）として了承し、総会において当部

会からの答申（案）として提案することとした。 

【内容】 

今後の標準化政策を検討するに当たっては、次の点に配意して対応するこ

とが重要であるとした。 

・被災地の復興と電力供給不足問題への対応が国全体としての最優先課題と

なっており、今後は、国全体のリソースの使途について、相当の制約が生

ずる可能性が高い状況の中で、政府が ICT 分野の標準化を進めていくこと

について、今後の国民生活や企業活動にとってどのような意義があるのか、

基本的な考え方を改めて明確化していくことが必要となること。 

・国の限られたリソースの一部を活用していく場合には、震災を契機に顕在

化した課題に対応し得る分野への優先的な資源配分が求められると考え

られること。 

 

（２）「情報通信分野における標準化政策の在り方(H23.2.10 諮問第 18 号)」に

ついて 

審議の結果、当部会における中間答申（案）として了承し、総会において

当部会からの中間答申（案）として提案することとした。 

【内容】 

本件については、東日本大震災後の社会経済状況等を踏まえ、次の点に配

意して対応することが重要であるとした。 

・当面の標準化活動については民主導で推進されることが期待され、国は後

方支援をすべきであること。 

・中長期的には、国の責務であるネットワークインフラのイノベーションを

維持・加速するため、各国政府等が主体であるデジュール標準化機関等に

おいて国が主体的に議論に参画するとともに、関係者の諸活動等を支援し

ていくこと。 

・当面は、スマートグリッドなどの３分野、中長期的には、新世代ネットワ

ークなどの２分野について標準化活動を重点的に進めていくこと。 

・社会経済の厳しい現状にかんがみ、国の取組については、一層厳しい説明

責任の観点から検証を行うべきであること。 

 



（３）「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方(H23.2.10 諮問第 17

号)」について 

審議の結果、当部会における中間答申（案）として了承し、総会において

当部会からの中間答申（案）として提案することとした。 

【内容】 

本件は、通信インフラ等の耐災害性の強化、ＩＣＴによる地域の絆の再

生・強化、ＩＣＴ利活用による新事業の創出、ＩＣＴによるエネルギー制約

克服への貢献、ＩＣＴ分野における国際協調・連携の強化、ＩＣＴ分野にお

ける研究開発の推進をＩＣＴ政策の基本的方向性として、東日本大震災の経

験を踏まえた「東日本復興及び日本再生に向けたＩＣＴ総合戦略」を、中間

答申（案）として取りまとめたもの。 

 

（４）「地上デジタル放送への完全移行に向けた取組状況」について 

総務省から報告を受けた。 

【内容】 

 ７月２４日の地上放送の完全デジタル化に向けての取組の進捗状況及び

最終サポート体制などの報告とともに、東日本大震災の影響にかんがみ、岩

手、宮城、福島の３県については、来年３月３１日までアナログ放送の停波

を延期する旨、報告を受けたもの。 

本会合にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて 

公開しておりますのでご覧ください。 

 

担当：総務省 情報通信国際戦略局 管理室 調整係 猪飼、吉原 

電話  ０３－５２５３－５９５７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－５９４５ 

メール johotsushin-shingikai＿●＿soumu.go.jp 

 

※迷惑メール防止対策をしているため、＿●＿をアットマークに 

置き換えてください。 


